
産
業

振
興

工
場

立
地

法
第

４
条

の
２

の
緑

地
面

積
率

等
に

係
る

地
域

準
則

の
条

例
制

定
権

限
等

の
町

村
へ

の
移

譲

工
場

立
地

法
第

４
条

の
２

の
緑

地
面

積
率

等
に

係
る

地
域

準
則

の
条

例
制

定
権

限
等

の
都

道
府

県
か

ら
町

村
へ

の
移

譲

全
国

町
村

会
工

場
立

地
法

に
基

づ
く

特
定

工
場

の
緑

地
面

積
率

等
に

係
る

地
域

準
則

の
条

例
制

定
権

限
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
か

ら
市

ま
で

移
譲

さ
れ

て
い

る
が

、
企

業
立

地
促

進
法

の
特

例
が

適
用

さ
れ

る
場

合
を

除
き

、
町

村
に

は
権

限
が

な
い

。
こ

の
た

め
、

周
囲

の
環

境
と

調
和

の
と

れ
る

範
囲

で
町

村
独

自
の

企
業

支
援

施
策

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
状

況
に

あ
る

。
工

場
の

立
地

等
産

業
の

振
興

に
取

り
組

む
町

村
が

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

企
業

支
援

施
策

を
展

開
す

る
た

め
、

ま
た

、
地

方
分

権
を

推
進

す
る

観
点

か
ら

、
都

道
府

県
か

ら
町

村
へ

の
権

限
の

移
譲

を
求

め
る

。
な

お
、

昨
年

の
提

案
募

集
で

新
潟

県
聖

籠
町

か
ら

の
提

案
に

係
る

や
り

取
り

の
際

に
経

済
産

業
省

か
ら

「
条

例
制

定
権

限
を

移
譲

す
る

場
合

は
、

併
せ

て
必

要
不

可
欠

」
と

さ
れ

た
経

緯
も

踏
ま

え
、

工
場

立
地

法
に

係
る

事
務

（
届

出
受

理
、

審
査

、
必

要
な

場
合

に
は

勧
告

、
変

更
命

令
、

罰
則

適
用

）
に

つ
い

て
も

、
併

せ
て

移
譲

を
求

め
る

。

工
場

立
地

法
第

４
条

の
２

、
第

６
条

、
第

７
条

、
第

８
条

、
第

９
条

、
第

1
0

条
等

経
済

産
業

省
　

工
場

立
地

法
の

条
例

制
定

権
限

の
移

譲
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
2
年

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
地

域
主

権
戦

略
大

綱
」

に
基

づ
く

「
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
」

（
第

２
次

一
括

法
）

に
お

い
て

、
市

ま
で

権
限

を
移

譲
す

る
改

正
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
ま

た
、

平
成

2
6
年

の
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案
募

集
に

お
い

て
は

、
新

潟
県

聖
籠

町
か

ら
条

例
制

定
権

限
を

町
村

ま
で

移
譲

す
べ

き
と

の
提

案
が

あ
っ

た
が

、
企

業
立

地
促

進
法

に
基

づ
く

基
本

計
画

に
お

い
て

企
業

立
地

重
点

促
進

区
域

と
し

て
工

業
団

地
等

が
位

置
付

け
ら

れ
て

い
れ

ば
、

町
村

で
あ

っ
て

も
条

例
を

制
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら

、
現

行
法

令
に

よ
り

対
応

可
能

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
今

回
は

全
国

町
村

会
か

ら
の

要
望

で
あ

り
、

全
て

の
町

村
に

条
例

制
定

権
限

を
移

譲
す

べ
き

と
の

提
案

で
あ

り
、

町
村

に
お

け
る

行
政

規
模

、
行

政
コ

ス
ト

、
行

政
効

率
の

観
点

も
踏

ま
え

た
上

で
の

提
案

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

提
案

の
実

現
に

向
け

て
必

要
な

対
応

を
検

討
す

る
こ

と
と

し
た

い
。

提
案

の
実

現
に

向
け

て
、

積
極

的
な

対
応

を
求

め
る

。

分
野

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
省

庁
か

ら
の

一
次

回
答

平
成

２
７

年
８

月
２

８
日

（
金

）

全
　

  
国

　
  

町
　

  
村

　
  

会

提
案

団
体

全
国

町
村

会
意

見
具

体
的

な
支

障
事

例
、

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

必
要

性
根

拠
法

令
等

平
成

２
７

年
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案
募

集
に

対
す

る
意

見



分
野

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
省

庁
か

ら
の

一
次

回
答

提
案

団
体

全
国

町
村

会
意

見
具

体
的

な
支

障
事

例
、

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

必
要

性
根

拠
法

令
等

工
場

立
地

法
第

４
条

の
２

、
第

６
条

～
第

1
0
条

経
済

産
業

省
　

工
場

立
地

法
の

条
例

制
定

権
限

の
移

譲
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
2
年

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
地

域
主

権
戦

略
大

綱
」

に
基

づ
く

「
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
」

（
第

２
次

一
括

法
）

に
お

い
て

、
市

ま
で

権
限

を
移

譲
す

る
改

正
を

行
っ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
ま

た
、

平
成

2
6
年

の
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案
募

集
に

お
い

て
は

、
新

潟
県

聖
籠

町
か

ら
条

例
制

定
権

限
を

町
村

ま
で

移
譲

す
べ

き
と

の
提

案
が

あ
っ

た
が

、
企

業
立

地
促

進
法

に
基

づ
く

基
本

計
画

に
お

い
て

企
業

立
地

重
点

促
進

区
域

と
し

て
工

業
団

地
等

が
位

置
付

け
ら

れ
て

い
れ

ば
、

町
村

で
あ

っ
て

も
条

例
を

制
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら

、
現

行
法

令
に

よ
り

対
応

可
能

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
今

回
は

貴
県

と
は

別
に

全
国

町
村

会
か

ら
も

要
望

が
あ

り
、

全
て

の
町

村
に

条
例

制
定

権
限

を
移

譲
す

べ
き

と
の

提
案

で
あ

り
、

町
村

に
お

け
る

行
政

規
模

、
行

政
コ

ス
ト

、
行

政
効

率
の

観
点

も
踏

ま
え

た
上

で
の

提
案

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

提
案

の
実

現
に

向
け

て
必

要
な

対
応

を
検

討
す

る
こ

と
と

し
た

い
。

提
案

の
実

現
に

向
け

て
、

積
極

的
な

対
応

を
求

め
る

。

産
業

振
興

工
場

立
地

法
に

お
け

る
緑

地
面

積
率

等
に

係
る

地
域

準
則

の
条

例
制

定
権

及
び

届
出

等
の

事
務

の
町

村
へ

の
移

譲

工
場

立
地

法
の

緑
地

面
積

等
に

係
る

地
域

準
則

の
条

例
制

定
権

限
及

び
届

出
等

の
権

限
を

都
道

府
県

か
ら

町
村

へ
移

譲
す

る
。

栃
木

県
【

制
度

改
正

の
必

要
性

】
企

業
立

地
促

進
法

の
基

本
計

画
へ

位
置

付
け

が
な

い
区

域
に

お
い

て
緑

地
率

面
積

等
の

緩
和

を
行

う
場

合
に

は
、

基
本

計
画

へ
の

区
域

の
位

置
付

け
を

県
に

提
案

し
、

さ
ら

に
、

県
に

お
い

て
変

更
作

業
を

行
い

、
か

つ
経

済
産

業
大

臣
の

協
議

・
同

意
を

得
た

上
で

な
け

れ
ば

、
緑

地
面

積
率

等
緩

和
の

た
め

の
条

例
が

制
定

で
き

な
い

。
こ

う
し

た
こ

と
か

ら
、

企
業

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た

迅
速

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

町
村

で
は

困
難

と
な

っ
て

い
る

。
市

と
比

較
す

る
と

、
ス

ピ
ー

ド
感

に
欠

け
る

こ
と

か
ら

、
町

村
の

条
例

制
定

権
の

拡
大

を
求

め
る

も
の

で
あ

る
。

市
の

場
合

、
周

辺
環

境
と

の
調

和
を

よ
り

向
上

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

区
域

に
つ

い
て

は
、

工
場

立
地

法
に

よ
り

緑
地

面
積

率
等

を
独

自
に

設
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

が
、

町
村

の
場

合
、

現
行

制
度

で
は

 
緑

地
面

積
率

等
の

独
自

設
定

は
不

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
現

行
制

度
で

は
、

工
場

立
地

法
に

よ
り

、
県

が
町

村
を

カ
バ

ー
し

た
条

例
を

制
定

す
る

こ
と

も
技

術
的

に
可

能
で

あ
る

が
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
き

め
細

か
な

対
応

を
行

う
た

め
に

は
、

基
礎

自
治

体
で

あ
る

町
村

の
条

例
制

定
権

の
拡

大
が

必
要

で
あ

る
。



分
野

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
省

庁
か

ら
の

一
次

回
答

提
案

団
体

全
国

町
村

会
意

見
具

体
的

な
支

障
事

例
、

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

必
要

性
根

拠
法

令
等

国
土

交
通

省
都

市
計

画
法

施
行

令
第

2
8
条

の
３

は
、

騒
音

、
振

動
等

に
よ

る
環

境
の

悪
化

を
も

た
ら

す
お

そ
れ

の
あ

る
予

定
建

築
物

等
に

つ
い

て
、

周
囲

の
環

境
に

与
え

る
悪

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

開
発

区
域

の
境

界
に

沿
っ

て
内

側
に

一
定

の
幅

員
以

上
の

緩
衝

帯
を

設
置

す
る

こ
と

と
す

る
基

準
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

工
場

立
地

法
に

基
づ

く
規

制
に

よ
り

敷
地

内
に

お
け

る
緑

地
等

の
面

積
が

一
定

規
模

以
上

確
保

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
予

定
建

築
物

の
用

途
、

周
辺

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
、

騒
音

、
振

動
等

か
ら

周
辺

の
環

境
を

保
全

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

開
発

区
域

の
境

界
に

沿
っ

て
内

側
に

一
定

の
幅

員
以

上
の

緩
衝

帯
を

設
置

す
る

こ
と

が
必

要
な

場
合

が
あ

る
た

め
、

一
律

に
適

用
除

外
と

す
る

こ
と

は
不

適
当

で
あ

る
。

一
方

、
開

発
許

可
権

者
が

、
予

定
建

築
物

の
用

途
、

周
辺

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
、

工
場

立
地

法
に

基
づ

く
緑

地
、

環
境

施
設

の
設

置
等

に
よ

り
、

本
基

準
と

同
等

の
水

準
の

緩
衝

機
能

が
確

保
さ

れ
、

騒
音

、
振

動
等

に
よ

る
環

境
の

悪
化

を
も

た
ら

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

本
基

準
を

適
用

し
な

い
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

経
済

産
業

省
　

都
市

計
画

法
施

行
令

第
2
8
条

の
３

は
、

騒
音

、
振

動
等

に
よ

る
環

境
の

悪
化

を
も

た
ら

す
お

そ
れ

の
あ

る
予

定
建

築
物

等
に

つ
い

て
、

周
囲

の
環

境
に

与
え

る
悪

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

開
発

区
域

の
境

界
に

沿
っ

て
内

側
に

一
定

の
幅

員
以

上
の

緩
衝

帯
を

設
置

す
る

こ
と

と
す

る
基

準
で

あ
る

。
　

こ
の

た
め

、
工

場
立

地
法

に
基

づ
く

規
制

に
よ

り
敷

地
内

に
お

け
る

緑
地

等
の

面
積

が
一

定
規

模
以

上
確

保
さ

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

予
定

建
築

物
の

用
途

、
周

辺
の

状
況

等
を

勘
案

し
て

、
騒

音
、

振
動

等
か

ら
周

辺
の

環
境

を
保

全
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

、
開

発
区

域
の

境
界

に
沿

っ
て

内
側

に
一

定
の

幅
員

以
上

の
緩

衝
帯

を
設

置
す

る
こ

と
が

必
要

な
場

合
が

あ
る

た
め

、
一

律
に

適
用

除
外

と
す

る
こ

と
は

不
適

当
で

あ
る

。
　

一
方

、
開

発
許

可
権

者
が

、
予

定
建

築
物

の
用

途
、

周
辺

の
状

況
等

を
勘

案
し

て
、

工
場

立
地

法
に

基
づ

く
緑

地
、

環
境

施
設

の
設

置
等

に
よ

り
、

本
基

準
と

同
等

の
水

準
の

緩
衝

機
能

が
確

保
さ

れ
、

騒
音

、
振

動
等

に
よ

る
環

境
の

悪
化

を
も

た
ら

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

本
基

準
を

適
用

し
な

い
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

都
市

計
画

法
第

3
3
条

第
１

項
第

1
0
号

、
都

市
計

画
法

施
行

令
第

2
8
条

の
３

、
都

市
計

画
法

施
行

規
則

第
2
3
条

の
３

、
工

場
立

地
法

第
４

条
第

１
項

第
１

号
、

工
場

立
地

に
関

す
る

準
則

第
２

～
４

条

提
案

団
体

の
意

見
を

尊
重

さ
れ

た
い

。
（

第
１

次
回

答
に

お
い

て
、

本
基

準
を

適
用

し
な

い
こ

と
も

可
能

で
あ

る
旨

の
記

載
が

あ
る

が
、

ど
の

よ
う

な
場

合
に

適
用

除
外

に
な

る
の

か
基

準
を

明
確

化
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

）

土
地

利
用

（
農

地
除

く
）

開
発

許
可

に
係

る
技

術
基

準
の

緩
和

（
緑

地
帯

そ
の

他
の

緩
衝

帯
の

配
置

）

都
市

計
画

法
第

3
3

条
第

１
項

第
1
0
号

に
規

定
す

る
緑

地
帯

そ
の

他
の

緩
衝

帯
の

設
計

基
準

に
つ

い
て

、
工

場
用

地
を

目
的

と
す

る
開

発
行

為
で

あ
っ

て
、

工
場

立
地

法
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

公
表

す
る

工
場

立
地

に
関

す
る

準
則

第
４

条
に

規
定

す
る

環
境

施
設

の
配

置
基

準
を

満
た

す
設

計
が

な
さ

れ
て

い
る

場
合

は
適

用
を

除
外

す
る

。

栄
町

【
制

度
改

正
の

経
緯

・
必

要
性

】
開

発
許

可
制

度
に

お
い

て
は

、
良

好
な

宅
地

水
準

を
確

保
す

る
た

め
都

市
計

画
法

第
3
3
条

で
技

術
基

準
が

規
定

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

内
、

一
定

規
模

以
上

の
工

場
用

地
の

造
成

に
あ

た
っ

て
は

、
同

条
第

１
項

第
1
0
号

の
規

定
に

よ
り

、
開

発
区

域
の

境
界

に
そ

っ
て

そ
の

内
側

に
造

成
規

模
に

応
じ

た
緑

地
帯

等
の

設
置

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
一

方
、

工
場

立
地

法
に

お
け

る
緑

地
及

び
環

境
施

設
の

設
置

に
つ

い
て

は
、

敷
地

面
積

に
対

す
る

緑
地

等
の

割
合

に
よ

る
総

量
基

準
が

基
本

で
あ

る
。

ま
た

、
そ

の
割

合
は

、
全

国
的

な
基

準
と

し
て

国
準

則
が

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
の

、
基

準
の

緩
和

に
つ

い
て

都
道

府
県

及
び

市
に

条
例

制
定

権
が

付
与

さ
れ

て
い

る
。

工
場

敷
地

内
の

緑
化

に
関

し
て

こ
の

２
つ

の
設

置
規

定
が

存
在

す
る

状
況

に
お

い
て

、
都

市
計

画
法

施
行

令
第

2
8
条

の
３

た
だ

し
書

き
や

工
場

立
地

法
と

の
整

合
性

を
考

慮
す

る
旨

を
記

載
し

た
開

発
許

可
制

度
運

用
指

針
は

あ
る

が
、

基
本

的
に

は
、

工
場

立
地

法
の

基
準

を
満

た
し

て
も

、
都

市
計

画
法

上
、

緑
地

帯
等

の
設

置
が

、
位

置
・

幅
員

を
特

定
さ

れ
た

上
で

求
め

ら
れ

る
。

し
か

し
、

工
場

立
地

法
の

基
準

を
満

た
す

こ
と

で
、

周
辺

環
境

の
悪

化
防

止
と

い
う

都
市

計
画

法
の

趣
旨

は
達

成
さ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
都

市
計

画
法

に
規

定
す

る
緑

地
帯

等
の

設
計

基
準

に
お

い
て

、
工

場
立

地
法

に
係

る
適

用
除

外
規

定
を

設
け

る
こ

と
を

提
案

す
る

。

【
制

度
改

正
の

効
果

】
現

在
、

開
発

許
可

に
よ

る
造

成
を

念
頭

に
既

設
工

場
の

敷
地

拡
張

が
計

画
さ

れ
て

い
る

。
拡

張
予

定
区

域
の

周
辺

に
家

屋
が

な
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
工

場
立

地
法

に
基

づ
く

限
り

で
は

多
様

な
緑

地
確

保
の

手
法

が
想

定
さ

れ
る

が
、

都
市

計
画

法
の

規
定

に
即

し
た

位
置

・
幅

員
に

基
づ

く
緑

地
帯

等
を

配
置

す
る

必
要

が
生

じ
る

。
制

度
改

正
が

実
現

す
れ

ば
、

開
発

区
域

の
実

態
に

即
し

た
弾

力
的

な
開

発
行

為
の

誘
導

が
可

能
と

な
る

と
考

え
る

。



分
野

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
省

庁
か

ら
の

一
次

回
答

提
案

団
体

全
国

町
村

会
意

見
具

体
的

な
支

障
事

例
、

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

必
要

性
根

拠
法

令
等

内
閣

府
　

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

法
に

お
い

て
は

、
よ

り
公

平
・

公
正

な
社

会
を

実
現

す
る

た
め

必
要

な
範

囲
内

で
限

定
的

に
特

定
個

人
情

報
の

提
供

が
認

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

そ
の

一
つ

と
し

て
、

同
条

第
７

号
に

お
い

て
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
を

使
用

し
て

情
報

提
供

を
行

う
場

合
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
よ

り
提

供
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

具
体

的
な

特
定

個
人

情
報

は
、

別
表

第
２

に
お

い
て

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

同
表

に
規

定
さ

れ
る

特
定

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

上
記

の
観

点
を

踏
ま

え
、

そ
れ

ぞ
れ

の
個

人
番

号
利

用
事

務
の

制
度

所
管

の
府

省
庁

に
お

い
て

、
そ

の
事

務
の

根
拠

法
令

に
基

づ
き

、
特

定
個

人
情

報
の

必
要

性
や

事
務

の
効

率
性

等
が

検
討

さ
れ

た
う

え
で

、
当

該
特

定
個

人
情

報
の

提
供

者
側

で
提

供
が

で
き

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
規

定
さ

れ
て

い
る

も
の

で
す

。
　

し
た

が
っ

て
、

ご
提

案
の

学
校

保
健

安
全

法
に

よ
る

医
療

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

の
援

助
に

関
す

る
事

務
に

お
い

て
連

携
す

る
特

定
個

人
情

報
と

し
て

、
生

活
保

護
関

係
情

報
及

び
地

方
税

関
係

情
報

を
同

表
に

規
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
ま

ず
は

、
当

該
事

務
に

係
る

制
度

を
所

管
す

る
文

部
科

学
省

に
お

い
て

、
当

該
事

務
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

特
定

個
人

情
報

の
必

要
性

等
の

検
討

が
さ

れ
た

う
え

で
、

提
供

す
る

特
定

個
人

情
報

を
所

管
す

る
厚

生
労

働
省

及
び

総
務

省
に

お
い

て
そ

の
提

供
が

可
能

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

れ
ば

、
同

表
に

規
定

さ
れ

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

ま
す

。

総
務

省
初

め
に

、
制

度
を

所
管

す
る

文
部

科
学

省
に

お
い

て
、

学
校

保
健

安
全

法
第

2
4
条

の
援

助
の

対
象

と
な

る
者

の
認

定
に

関
す

る
事

務
で

の
地

方
税

関
係

情
報

の
必

要
性

に
つ

い
て

検
討

す
る

も
の

で
あ

る
。

文
部

科
学

省
　

ご
承

知
の

と
お

り
、

学
校

保
健

安
全

法
第

2
4
条

に
基

づ
く

援
助

の
対

象
と

な
る

者
の

認
定

に
関

す
る

事
務

に
お

い
て

情
報

連
携

に
よ

り
提

供
で

き
る

特
定

個
人

情
報

は
、

番
号

法
第

1
9
条

第
７

号
（

別
表

第
２

第
3
8
）

に
よ

り
住

民
票

関
係

情
報

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

　
な

お
、

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

「
学

校
保

健
安

全
法

に
よ

る
医

療
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
の

援
助

に
関

す
る

事
務

」
を

番
号

法
第

９
条

２
項

（
場

合
に

よ
っ

て
は

第
1
9
条

９
号

も
含

む
）

に
基

づ
き

条
例

で
規

定
し

、
地

方
公

共
団

体
の

責
任

に
お

い
て

当
該

事
務

に
生

活
保

護
受

給
情

報
等

を
利

用
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

厚
生

労
働

省
　

ま
ず

は
、

当
該

事
務

に
係

る
制

度
を

所
管

す
る

文
部

科
学

省
に

お
い

て
、

当
該

事
務

を
行

う
上

で
生

活
保

護
関

係
情

報
の

特
定

個
人

情
報

の
必

要
性

等
を

検
討

し
て

い
た

だ
く

こ
と

に
な

る
と

考
え

ま
す

。

・
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
1
9

条 ・
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

別
表

第
二

の
主

務
省

令
で

定
め

る
事

務
及

び
情

報
を

定
め

る
命

令
第

2
4
条

・
学

校
保

健
安

全
法

第
2
4
条

・
学

校
保

健
安

全
法

施
行

令
第

９
条

提
案

団
体

の
意

見
を

尊
重

さ
れ

た
い

。
（

第
１

次
回

答
に

お
い

て
、

条
例

で
規

定
す

る
こ

と
で

、
生

活
保

護
関

係
情

報
等

を
利

用
可

能
で

あ
る

旨
の

記
載

が
あ

る
が

、
各

地
方

公
共

団
体

が
個

別
に

条
例

で
規

定
す

る
の

で
は

な
く

、
番

号
法

に
規

定
す

る
こ

と
。

）

そ
の

他
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
に

お
け

る
照

会
項

目
の

拡
大

　
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

に
お

い
て

、
情

報
連

携
が

必
要

な
事

務
に

つ
い

て
別

表
第

２
で

整
理

が
さ

れ
て

い
る

。
　

別
表

第
２

の
項

番
3
8
に

記
載

さ
れ

て
い

る
事

務
を

処
理

す
る

た
め

に
情

報
連

携
で

き
る

特
定

個
人

情
報

は
、

住
民

票
関

係
情

報
に

限
ら

れ
て

い
る

。
　

し
か

し
、

当
該

事
務

を
処

理
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

生
活

保
護

関
係

情
報

や
地

方
税

関
係

情
報

の
連

携
が

必
要

と
な

る
た

め
、

こ
れ

ら
の

特
定

個
人

情
報

も
利

用
で

き
る

よ
う

緩
和

を
お

願
い

す
る

。

豊
田

市

山
都

町

【
番

号
法

で
の

規
定

】
・

番
号

法
第

1
9
条

第
７

号
に

お
い

て
情

報
提

供
で

き
る

範
囲

を
規

定
し

て
い

る
。

特
に

別
表

第
２

項
番

3
8
で

定
め

る
学

校
保

健
安

全
法

に
よ

る
医

療
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
の

援
助

に
関

す
る

事
務

を
処

理
す

る
場

合
の

特
定

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

住
民

票
関

係
情

報
と

し
て

い
る

。

【
支

障
が

あ
る

点
】

・
番

号
法

別
表

第
２

項
番

3
8
で

主
務

省
令

で
定

め
る

事
務

は
、

学
校

保
健

安
全

法
第

2
4
条

の
援

助
の

対
象

と
な

る
者

の
認

定
に

関
す

る
事

務
で

あ
っ

て
、

学
校

保
健

安
全

法
第

2
4
条

に
記

載
す

る
援

助
の

対
象

者
は

、
生

活
保

護
法

第
６

条
第

２
項

に
規

定
す

る
要

保
護

者
及

び
生

活
保

護
法

第
６

条
第

２
項

に
規

定
す

る
要

保
護

者
に

準
ず

る
程

度
に

困
窮

し
て

い
る

者
で

政
令

で
定

め
る

も
の

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
こ

と
か

ら
、

援
助

の
対

象
と

な
る

者
の

認
定

に
は

、
生

活
保

護
関

係
情

報
が

必
要

と
な

る
。

ま
た

、
要

保
護

者
に

準
ず

る
程

度
に

困
窮

し
て

い
る

か
の

判
断

は
、

施
行

令
第

９
条

で
地

方
公

共
団

体
の

教
育

委
員

会
の

判
断

に
よ

る
も

の
と

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

判
断

の
主

た
る

情
報

と
し

て
所

得
情

報
を

活
用

し
て

い
る

。
よ

っ
て

、
所

得
情

報
を

把
握

す
る

た
め

に
地

方
税

関
係

情
報

も
必

要
と

な
る

。


	4【資料２】地方三団体提出資料（第26回）
	【資料２】地方三団体説明資料の表紙（第26回）
	資料結合
	【セット版】0828提案募集に関する知事会意見
	【全国市長会】ヒアリング用資料
	全国町村会提出資料
	Sheet1



	ヒアリング資料差替後(全国町村会)
	Sheet1




